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国民年金　保険料の免除・猶予制度のご案内
　国民年金にご加入の方は、毎月保険料を納めなければなりません。収入の減
少や失業などにより、保険料を納めることが困難な場合は、未納のままにせず、
「免除・納付猶予制度」をご利用ください。詳しくは日本年金機構ホームページ
（https://www.nenkin.go.jp）をご覧ください。
厚木年金事務所☎（223）7171、税務住民課住民保険係☎（288）3849問
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　この旬間は、犯罪のない、安全で安心して
暮らすことができる社会の実現を目指し、
地域の皆さんによる自主的な防犯活動など
を推進するために定められたものです。
　犯罪のない社会の実現には、地域の皆さ
んが一丸となり、「自分たちの地域は自分た
ちで守る」という防犯意識のもと、防犯パト
ロールやあいさつ運動などの防犯活動に取
り組み、犯罪の起きにくい環境を作ること
が大切です。日ごろから、家族や隣近所、地
域の皆さんで防犯対策への取り組みについ
て話し合うなど、安全で安心な村づくりに
ご協力ください。
総務課防災交通係☎（288）1212問

安全・安心まちづくり旬間
10月11日（水）～20日（金）

行
政
相
談
委
員
に
よ
る

特
設
行
政
相
談
会

10
月
19
日（
木
）

午
前
９
〜
11
時

役
場
庁
舎
３
階
・
第
２
・
３

会
議
室

村
内
在
住
者

相
談
の
内
容
／
国
や
県
な
ど

に
対
す
る
ご
意
見
や
ご
要
望

無
料

不
要

※

な
お
、
総
務
省
神
奈
川
行
政

評
価
事
務
所
で
は
随
時
、
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　「行
政
相
談
制
度
」は
、
国
の

行
政
機
関
な
ど
の
業
務
に
関
す

る
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
お
聴

き
し
て
、
そ
の
解
決
を
促
進
す

る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
皆
さ

ん
か
ら
の
声
を
行
政
に
役
立
て

る
も
の
で
す
。

　総
務
省
で
は
、
こ
の
こ
と
を

皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
い
、
利

用
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
10

月
16
日（
月
）〜
22
日（
日
）の
一

週
間
を「
行
政
相
談
週
間
」と
定

め
、
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ

た
行
政
相
談
員
と
と
も
に
、
全

国
的
に
各
種
広
報
や
行
事
を
展

開
し
て
い
ま
す
。

総
務
省
神
奈
川
行
政

評
価
事
務
所

☎（
０
５
７
０
）０
９
０
１
１
０

10
月
16
〜
22
日
は
行
政
相
談
週
間

10
月
31
日（
火
）ま
で
に
必
要

書
類
を
添
付
の
う
え
、
所
定

の
申
請
書
を
提
出
。

交
付
決
定

交
付
申
請
後
に
審
査
を
行
い
、

交
付
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

実
績
報
告

事
業
な
ど
の
終
了
後
20
日
以

内
に
必
要
書
類
を
添
付
の
う

え
、
所
定
の
実
績
報
告
書
と

と
も
に
提
出
。

　地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
充
実

を
推
進
す
る
団
体
に
対
し
、
補

助
金
を
交
付
し
ま
す
。

村
内
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
組
織
な
ど
が
地
域
づ
く

り
の
た
め
自
主
的
に
実
践

し
、
村
づ
く
り
の
発
展
に
資

す
る
た
め
に
行
う
事
業
活
動

で
、
令
和
６
年
３
月
31
日
ま

で
に
実
施
す
る
も
の
。

１
団
体
４
万
円（
応
募
が
複

数
で
、
交
付
決
定
額
の
合
計

額
が
予
算
額
を
超
え
た
と
き

は
按
分
）

総
務
課
管
理
係

☎（
２
８
８
）１
２
１
２

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
促
進
事
業

補
助
金
の
希
望
団
体
を
募
集

役場庁舎
防水工事のお知らせ

　役場庁舎の長寿命化のため、正面
玄関側の外壁について、10月上旬
から防水工事を実施します。
　作業工程により、正面玄関が通行
できない時期がありますので、せせ
らぎ館側の出入口をご利用ください。
　ご不便をおかけしますが、ご理解・
ご協力をお願いいたします。
総務課管理係☎（288）1212問

お知らせ村政情報室 16

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時
30

分
（
年
末
年
始
を
除
く
）

発
見
さ
れ
た
場
合
は
？

　紛
失
し
て
い
た
「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
」
を
発
見
し
た
場

合
な
ど
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
一
時
停
止
解
除
の
手
続
き

は
、
担
当
課
窓
口
で
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

※

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で
は
、
一

時
停
止
解
除
の
手
続
き
は
で
き

ま
せ
ん
。

　「マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」

を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、

一
時
停
止
の
手
続
き
を
必
ず
し

ま
し
ょ
う
。

紛
失
に
よ
る
一
時
停
止
の
手
続

き
方
法
は
？

　専
用
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル
／
０
１
２
０
（
９
５
）

０
１
７
８
。
平
日
／
午
前
９
時

30
分
〜
午
後
８
時
、
土
日
祝
／

税
務
住
民
課
住
民
保
険
係

☎（
２
８
８
）３
８
４
９

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

紛
失
し
て
し
ま
っ
た
ら
？

対

内申
場
合
、
助
成
を
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
。

助
成
金
額
／
１
か
月
の
外
来

受
診
に
よ
る
医
療
費
（
保
険

適
用
分
の
み
）
の
支
払
額
か

ら
３
４
０
０
円
を
差
し
引
い

た
金
額

申
請
場
所
／
役
場
庁
舎
１

階
・
税
務
住
民
課

持
ち
物
／
①
保
険
証
、②
外

来
医
療
費
の
領
収
書
の
原
本

（
個
人
ご
と
、
月
ご
と
に
ま

と
め
て
く
だ
さ
い
）、③
印
鑑

（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）、④
振

込
口
座
が
分
か
る
物

申
請
期
限
／
外
来
で
受
診
し

た
日
の
属
す
る
月
か
ら
１
年

※

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　高
齢
者
の
方
が
外
来
診
療
で

支
払
う
医
療
費
の
自
己
負
担
分

の
一
部
を
助
成
し
、
経
済
的
負

担
の
軽
減
と
早
期
受
診
で
き
る

環
境
を
整
え
、
健
康
の
増
進
を

図
る
、
村
独
自
の
制
度
で
す
。

70
歳
以
上
の
村
内
在
住
者

【
国
民
健
康
保
険
、
社
会
保

険
加
入
者
】

高
齢
受
給
者
証
の
一
部
負
担

金
の
割
合
欄
に
、「
２
割
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
方

【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加

入
者
】

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
の
一
部
負
担
割
合
に
「
１

割
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
方

※

国
民
健
康
保
険
や
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

は
、
保
険
料
に
滞
納
が
あ
る

税
務
住
民
課
住
民
保
険
係

☎（
２
８
８
）３
８
４
９

高
齢
者
外
来
医
療
費
助
成
制
度

に
つ
い
て

動物フェスティバル
神奈川2023in
あつぎ

10月22日（日）10時 ～
15時（荒天中止）。厚木中
央公園。「人も動物も幸せ
に」をテーマに、動物関係
団体などが実行委員会を
結成し、イベントを開催し
ます。保護犬猫の譲渡会、
ペット防災や野生動物など
に関する展示、盲導犬の実
演、絵本の読み聞かせ、動
物に関連した雑貨などの販
売を行います。ぜひ、ご来
場ください。
県生活環境課
☎（225）2750

問

引越し手続きがかんたんに！
「かんたん窓口システム」を導入

  かんたん窓口システムとは？
　申請書や請求書の記入が必要だった手続き
に関して、窓口に設置するタブレット端末で
受付できるようになるシステムです。

　　　  　開始日時

10月２日（月）午前８時30分

　　　  対象の手続き

住民異動届（転入届、転出届、転居届、世帯変
更届など）
　税務住民課住民保険係☎（288）3849問

献血に行こう！献血に行こう！
10月17日（火）午前10時～11時30分
道の駅「清川」第１駐車場
神奈川県赤十字血液センター
☎（228）9907

日

場

問

お知らせ村政情報室17
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期対内申対

内申
ル
ス（
H
I
V
）に
よ
る
免
疫

機
能
に
重
い
障
害
が
あ
る
方

で
、
接
種
を
希
望
さ
れ
る
方

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
相

当
の
方
）

接
種
回
数
／
１
回

接
種
料
金
／
１
５
０
０
円

①
の
方
に
は
関
係
書
類
を
送

付
し
ま
す（
10
月
中
旬
ご
ろ
）

②
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
症
や

重
症
化
を
防
ぐ
た
め
、
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
費
用
の
一

部
助
成
を
実
施
し
ま
す
。

10
月
16
日（
月
）〜
来
年
２
月

29
日（
木
）

小
児
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種

予
防
接
種
当
日
に
村
内
に

住
所
が
あ
り
、
０
歳（
生
後

６
か
月
を
経
過
）か
ら
18
歳

（
高
校
３
年
生
相
当
）ま
で
の

小
児

接
種
回
数
／
１
〜
２
回

助
成
額
／
１
回
に
つ
き
千
円

（
１
人
２
回
ま
で
）

対
象
者
に
関
係
書
類
を
送
付

し
ま
す（
10
月
中
旬
ご
ろ
）

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種

予
防
接
種
当
日
に
村
内
に
住

所
が
あ
り
、
次
の
①
ま
た
は

②
に
該
当
す
る
方

①
予
防
接
種
当
日
に
満
65
歳

以
上
の
方

②
予
防
接
種
当
日
に
満
60
歳

以
上
65
歳
未
満
で
あ
り
、
心

臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
の
機
能

ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

子
育
て
健
康
福
祉
課

健
康
福
祉
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

小
児
・
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
費
用
を
助
成

10月16日より開始

高齢者インフルエンザ予防接種は
1,500円

小児インフルエンザ予防接種は
1回あたり千円助成

新型コロナウイルス感染症との同時流行を
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対

申 ※

支
給
対
象
予
定
の
方
に

は
、
10
月
上
旬
に
申
請
書
を

送
付
し
ま
す
。

※

申
請
書
の
受
理
後
、
審
査

に
よ
り
福
祉
手
当
が
支
給
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

通
知
が
届
い
て
い
な
い
方

で
受
給
が
見
込
ま
れ
る
方

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

10
月
27
日（
金
）ま
で

　次
の
①
お
よ
び
②
に
該
当
す

る
方
に
対
し
て
、
福
祉
手
当
を

支
給
し
ま
す
。

①
10
月
１
日
現
在
で
、
村
内

に
引
き
続
き
１
年
以
上
居
住

し
て
い
る
方

②
65
歳
以
上
の
方
で
、
お
お

む
ね
６
か
月
以
上
寝
た
き
り

状
態
の
方
、
ま
た
は
常
時
介

護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の

方（
要
介
護
４
〜
５
の
認
定

が
必
要
で
す
）の
介
護
者

高
齢
者
の
介
護
者
な
ど
に

福
祉
手
当
を
支
給

子
育
て
健
康
福
祉
課

健
康
福
祉
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

問

1名
主任介護支援専門員及び保健師（看護師）
の資格をお持ちの方（看護師の場合、地域
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※通勤手当あり（規定による）
※マイカー通勤可（駐車場料金自己負担）
令和6年4月1日から令和7年3月31日ま
で（原則更新）
履歴書（写真添付）を提出※随時受付のため、
採用者が決まり次第受付終了となります

採用人数
対 象 者

業務内容
勤務条件

雇用期間

申し込み

地域包括支援センターの
職員を募集します

子育て健康福祉課高齢介護係☎（288）3861

薬と健康の週間　10 月 17 日～ 23 日

  ・医薬品は、使用期間、用法、用量、保管方法を守り、使用上の注意を
　十分に理解し、正しく使用しましょう。
 ・お薬手帳を活用しましょう。
 ・かかりつけ薬局を持ち、薬に対する理解を深めましょう。
子育て健康福祉課健康福祉係
☎（288）3861
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問

問

問

他
申
費
対

内

場
日

県民スポーツ月間県民スポーツ月間
10月は

県では、県民がスポーツに親しみ、ス
ポーツに対する関心および理解を深め
ることを目的として、平成29年3月に
制定した「神奈川県スポーツ推進条例」
および神奈川県スポーツ推進計画「エン
ジョイ・スポーツかながわプラン」で、
10月の1か月間を「県民スポーツ月間」
と定め、県民の誰もがスポーツを楽し
める取り組みを推進しています。
ぜひ、この機会に運動やスポーツを
楽しみませんか。
生涯学習課生涯学習係
（288）3733

④
村
内
で
転
居
／
30
万
円

⑤
村
外
か
ら
の
移
住
／
50
万
円

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え

て
、
担
当
課
窓
口
へ
提
出
。

※

申
請
期
間
は
、
住
宅
を
取

得
し
た
日
か
ら
６
か
月
以

内
。（
た
だ
し
、
中
古
住
宅

を
取
得
し
、
改
修
工
事
を
し

た
場
合
は
、
住
宅
を
取
得
し

た
日
か
ら
１
年
以
内
）

申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
担
当
課
窓
口
で
配
布
。

　村
内
に
住
宅
（
自
己
の
居
住

用
）
を
取
得
さ
れ
た
方
に
奨
励

金
を
交
付
し
ま
す
。

村
内
に
新
た
に
住
宅
を
取
得

し
、
居
住
し
た
方
（
居
住
者

全
員
に
村
税
等
の
滞
納
が
な

い
こ
と
）

住
宅
を
取
得
し
た
場
合
（
①

か
ら
②
ま
た
は
③
、④
ま
た

は
⑤
に
該
当
す
る
合
計
額
）

①
村
内
に
住
宅
を
取
得
／
50

万
円

②
村
内
業
者
で
施
工（
建
築
・

改
修
）
／
50
万
円

③
村
外
業
者
で
施
工（
建
築
・

改
修
）
／
20
万
円

住
宅
の
取
得
を「
奨
励
金
」で
応
援
！
村
づ
く
り
観
光
課

村
づ
く
り
振
興
係

☎（
２
８
８
）

10月1日から7日までは
「公証週間」です

～未来への約束を、公正証書が守ります～

公証制度とは、契約や遺言の際に、
法務大臣の任命した公証人が公文書で
ある公正証書を作成し、後日のトラブ
ル防止と取引の安全や遺言の完全な実
現を図るものです。
ご相談は無料で、各公証役場で行っ
ています。
詳しくは、県内主要都市にある公証
役場または横浜法務局までお問い合わ
せください。
横浜地方法務局
☎045（641）7461

対内

申他

第７回ごみ中間処理施設整備事業報告会
（工事説明会）を開催

10月14日（土）15時～ 16時30分
厚木市環境センター２階大会議室（厚木市金田1641-1）
不要（直接会場へ）
厚木愛甲環境施設組合☎（297）1153問

日

場

申

「健康ウォーキング」
うさぎさんもかめさんも
楽しくトライアル

高齢期入門健康講座

10月21日（土）午前９時30分～11時30分
村内健康づくりウォーキングロード
集合場所：保健福祉センター
約1.5～2kmのコースを各自の目標タイムを決めての
　ウォーキング
30人
無料
10月18日（水）までに申し込み
飲み物持参、運動しやすい服装でお越しください。
雨天時は中止
子育て健康福祉課健康福祉係☎（288）3861

お知らせ村政情報室19
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